
　こうして旧岩﨑家末廣別邸は、三菱地所㈱から富里市へと寄付され、市は、『旧岩
﨑別邸保存活用提言書』に基づき、末廣別邸の修復と活用に向けて整備を進めていく
ことになります。次ページでは、この末廣別邸が富里市初の国有形文化財となった経
緯とその後の取り組みについて紹介します。

▲昭和50 年代の主屋▲大正時代の農場員の姿

平成 21 年
（2009 年）

２月

市立図書館歴史講座にて「末廣

農場」を取り上げる。

農場関係者が受講していたこと

から、末廣農場についての聞き

取り調査を申し出、了解を得る。

また、別邸管理者から講座資料

が欲しいとの申し出がある。

６月

聞き取り調査実施。新たに末廣

農場長だった橘常喜氏のご親族

を紹介頂く。

７月
故 橘 田鶴子氏宅訪問。

末廣農場関連資料数百点を確認。

平成 22 年
（2010 年）

９月

故 橘 田鶴子氏の長女の咲江氏

をご紹介頂く。

咲江氏の仲介により、三菱商事

㈱を経て、末廣別邸所有者であ

る三菱地所㈱に伺う。末廣別邸

保存の重要性、市教育委員会に

よる同別邸保存・管理の協力、

登録有形文化財化について考慮

願いたい点を申し入れる。

平成 23 年
（2011 年）

９月

三菱地所㈱より、市に末廣別邸の活用意思について確認があり、

教育委員会から市長に対して同別邸の文化財的価値と保存の重

要性を説明。市長による現地視察が行われ、研究者の評価を得

るよう指示される。千葉工業大学の山﨑鯛介准教授（現東京工

業大学）に建物評価を依頼。

10月

近代和風建築研究の第一人者である河東義之工学博士が同行さ

れ、三菱地所㈱担当者立会いの下、山﨑准教授による建物調査

を実施。

12月

三菱地所㈱担当者来庁。社内及び庁内協議の進捗について意見交

換を行い、末廣別邸寄附の提案（土地４２，０００㎡と建造物 11

棟など）を受ける。また、同別邸の活用方法をまとめた資料の作

成を依頼される。市からは主要な建物について寄附前に国登録有

形文化財とするための準備を進めたい意向を伝え了解を得る。

平成 24 年
（2012 年）

１月
三菱地所㈱の依頼を受け、『旧岩﨑別邸保存活用提言書』の作成

を開始。

２月

文化庁調査官による末廣別邸の実査が行われる。

　
昭
和
34
年
に
は
、
三
菱
地
所
㈱

が
岩
﨑
家
か
ら
末
廣
別
邸
を
購
入

し
ま
す
。
購
入
し
て
す
ぐ
に
、
現

地
管
理
人
を
置
い
て
住
み
込
み
で

の
管
理
が
始
ま
り
ま
す
。

　
昭
和
50
年
代
に
は
、
一
般
の
人

で
も
末
廣
別
邸
の
敷
地
に
入
る
こ

と
が
出
来
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、

こ
の
頃
に
な
る
と
末
廣
農
場
が
存

在
し
た
こ
と
、
そ
し
て
、
岩
﨑
久

彌
の
名
前
を
知
る
人
も
少
な
く
な

り
、
末
廣
別
邸
は
「（
通
称
）
三

菱
別
荘
」
の
名
で
呼
ば
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
す
。

寄
附
以
前
の
末
廣
別
邸
の
認
識

　
富
里
市
初
の
国
登
録
有
形
文
化

財
と
な
っ
た
「
旧
岩
﨑
家
末
廣
別

邸
」
に
関
す
る
記
録
は
残
さ
れ
て

お
ら
ず
、
同
別
邸
の
存
在
を
知
る

人
も
限
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　
関
連
す
る
末
廣
農
場
の
記
録
で

す
ら
、『
富
里
村
史
（
昭
和
56
年

刊
行
）』
の
記
述
、
僅
か
30
行
と

１
枚
の
写
真
の
み
で
し
た
。

　
久
彌
の
人
生
に
幕
が
下
ろ
さ
れ

る
と
同
時
に
深
い
眠
り
に
つ
い

た
末
廣
別
邸
。
戦
前
、
久
彌
は
こ

の
別
邸
に
月
２
、３
回
訪
れ
て
は

大
好
き
な
鶏
や
他
の
家
畜
た
ち
を

世
話
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

末
廣
農
場
の
面
影
を
唯
一
残
し
、

久
彌
の
農
牧
事
業
に
か
け
た
熱
い

想
い
を
今
に
伝
え
る
場
所
、
そ
れ

が
「
旧
岩
﨑
家
末
廣
別
邸
」
で
す
。

■
主
屋

　
建
築
面
積
　
約
１
５
０
坪

　
旧
岩
﨑
家
末
廣
別
邸
の
中
心
と

な
る
建
物
で
す
。
中
庭
の
西
側

に
玄
関
を
、
南
側
に
座
敷
を
並
べ
、

東
南
に
は
座
敷
と
数
寄
屋
意
匠
の

六
畳
間
が
張
り
出
し
ま
す
。
ま
た
、

北
側
に
は
台
所
と
浴
室
な
ど
が
配

置
さ
れ
ま
す
。
外
周
の
ガ
ラ
ス
障

子
の
意
匠
も
秀
逸
で
、
周
囲
に
め

ぐ
ら
せ
た
庇ひ

さ
し

と
と
も
に
、
軽
快
で

瀟し
ょ
う
し
ゃ酒
な
外
観
を
持
っ
て
い
ま
す
。

　
構
造
的
な
特
徴
と
し
て
、
天
井

裏
と
床
下
の
一
部
に
鉄
板
に
よ
る

補
強
が
加
え
ら
れ
て
お
り
、
耐
震

構
造
を
意
識
し
た
造
り
で
あ
る
こ

と
が
う
か
が
え
ま
す
。
建
築
年
に

つ
い
て
は
大
正
末
～
昭
和
初
期
と

考
え
ら
れ
、
設
計
を
担
当
し
た
の

は
岩
﨑
家
専
属
の
建
築
家
津
田
鑿さ

く

と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

■
東
屋

　
建
築
面
積
　
約
15
坪

　
主
屋
の
南
東
に
位
置
し
、
主
室

と
台
所
か
ら
構
成
さ
れ
た
建
物
で

す
。
主
室
周
囲
に
は
吹
放
し
で
軒

の
深
い
下
屋
を
め
ぐ
ら
せ
、
す
べ

て
土
間
と
し
て
い
ま
す
。
杉
の
面

皮
柱
や
、
天
井
に
は
コ
ブ
シ
の
皮

付
き
丸
太
を
用
い
る
な
ど
、
野
趣

溢
れ
る
材
料
を
吟
味
し
て
数
寄
屋

風
の
造
り
と
し
、
洋
間
を
持
た
な

い
主
屋
の
機
能
を
補
う
「
応
接
間

の
代
替
施
設
」
と
し
て
建
築
さ
れ

た
も
の
と
推
定
さ
れ
ま
す
が
、
建

築
年
、
設
計
者
は
不
明
で
す
。

　
本
邸
を
含
め
、
久
彌
が
残
し
た

邸
宅
の
中
で
、
現
存
す
る
東
屋
の
数

が
少
な
い
こ
と
か
ら
も
貴
重
で
あ
り
、

内
閣
総
理
大
臣
で
あ
っ
た
近こ

の
え
ふ
み
ま
ろ

衛
文
麿

が
農
場
視
察
に
訪
れ
た
際
、
こ
こ
で

橘
農
場
長
の
説
明
を
受
け
て
い
る
写

真
も
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

■
石
蔵

　
建
築
面
積
　
約
７
坪

　　
主
屋
の
東
側
に
位
置
し
、
12
畳

の
一
室
空
間
の
建
物
で
す
。
柱
は

木
造
で
す
が
、
そ
の
外
周
に
は
大

谷
石
を
積
み
ま
わ
し
、
さ
ら
に
は

表
面
に
化
粧
の
た
め
の
ス
ク
ラ
ッ

チ
タ
イ
ル
を
貼
り
付
け
て
い
ま
す
。

　
こ
の
ス
ク
ラ
ッ
チ
タ
イ
ル
は
軒

下
部
分
に
も
丁
寧
に
貼
り
付
け
て

い
る
の
が
特
徴
で
す
。
正
面
に
は

観
音
開
き
の
鉄
製
鎧よ

ろ
い
ど戸
と
片
引
き

の
内
戸
が
備
え
付
け
ら
れ
て
お
り
、

強
固
な
耐
火
蔵
と
し
て
機
能
し
て

い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

主
屋
に
納
戸
な
ど
の
収
納
ス

ペ
ー
ス
が
少
な
い
こ
と
を
考
慮
す

る
と
、
そ
れ
ら
を
補
う
目
的
で
建

築
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
し
か
し
、
建
築
年
、
設
計
者
は

不
明
で
す
。

久
彌
亡
き
後
の

　
　
　
末
廣
別
邸

Ｖ
Ｏ
Ｌ
．
２

久
彌
亡
き
後
の
末
廣
別
邸
と

　
　
　
　
　
末
廣
別
邸
の
寄
附
の
経
緯

　
今
号
で
は
、
前
号
で
紹
介
し
た
岩
﨑
久
彌
と
別
邸
が
あ
っ
た
末
廣

農
場
の
歴
史
に
引
き
続
き
、
晩
年
を
久
彌
が
過
ご
し
た
末
廣
別
邸
は

ど
の
よ
う
な
価
値
を
持
っ
て
い
た
の
か
、
そ
し
て
、
そ
の
末
廣
別
邸

が
三
菱
地
所
㈱
か
ら
富
里
市
に
寄
附
さ
れ
、
ど
う
整
備
さ
れ
て
い
っ

た
の
か
、
そ
の
経
緯
に
つ
い
て
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。

連
載
特
集

岩
﨑
久
彌
と
末
廣
農
場

▲昭和 50 年代の東屋

久
彌
の
想
い
を

　
　
　
今
に
伝
え
る

旧
岩
﨑
家
末
廣
別
邸

末廣別邸寄附までの経緯

平成 24 年
（2012 年）

４月 国登録有形文化財申請用図面の作成が山﨑准教授によって始まる。

６月『旧岩﨑別邸保存活用提言書』を三菱地所㈱に提出。

７月
三菱地所㈱から提言書の内容に則して「寄附契約」を締結した
いとの意向表明。

８月

三菱地所㈱から寄附契約書案が送付される。契約内容について
市の顧問弁護士に相談。「先々の整備を考慮し、負担付寄附とす
べき」との助言を得て、同社との協議を続行し、契約書案がま
とまる。

９月 寄附申出に関わる書類一式を三菱地所㈱に送付。

10月

15 日、三菱地所㈱から「寄附申出書」と「寄附契約書」が提出
される。29 日、平成 24 年度市臨時議会において審議。全会可
決にて寄附受入決定。同日、所有権移転登記のため、千葉県地
方法務局成田出張所に書類提出。

11月
５日に所有権移転登記完了。申請書類を整え「旧岩﨑久彌末廣
別邸」として県文化財課に提出。石蔵が未登記であったことから、
登記後、書類の追加提出とする。

12月 石蔵の建物表題登記・所有権保存登記完了。追加書類提出。
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